
 

桜川市定住促進助成金交付要綱 

平成２６年１２月１７日 

告示第１０３号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、桜川市の定住人口の増加を図るとともに、地域の活性化に資

するため、市内に定住をする意思をもって住宅の取得をする市外転入者に対し、

予算の範囲内で定住促進助成金（以下「助成金」という。）を交付する事業（以

下「本事業」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

（１） 定住 永く住むことを前提に市内に住宅を有し、その所在地が住所地と

して住民基本台帳に記載され、かつ、当該住所地を生活の本拠とすることをい

う。 

（２） 市外転入者 就職、就学等のため転出をした日から１年以上経過した後

に再び市内に転入をして定住をする者又は初めて市内に転入をして定住をする

者をいう。ただし、転入をした日から３年を経過しないものとする。 

（３） 転入 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の定める手続により

本市以外の市区町村の区域内に住所を定めていた者が、生活の本拠の移転に即

して、同法の定める手続により本市の区域内に住所を定めることをいう。 

（４） 転出 住民基本台帳法の定める手続により本市の区域内に住所を定めて

いた者が、生活の本拠の移転に即して、同法の定める手続により本市以外の市

区町村の区域内に住所を定めることをいう。 

（５） 取得 所有権（共有によるものを含む。）を得ることをいう。 

（６） 住宅 台所、便所、浴室及び居室を有し、利用上の独立性を有するもの

をいい、自己の居住の用に供する建築物（他の用途を併用している建築物で延

べ床面積の２分の１以上を自己の居住の用に供しているもの（以下「併用住宅」

という。）を含む。）をいう。 

（７） 新築住宅 建物登記簿の建築年月日から起算して、３年を経過していな

い専用又は併用住宅であって、まだ人の居住の用に供したことのないものをい

う。 

（８） 中古住宅 新築住宅以外の住宅をいう。 

（９） 新婚世帯 申請日現在において、婚姻後３年を経過していない世帯（再

婚を含む。）をいう。この場合において、「婚姻」とは、戸籍法（昭和２２年

法律第２２４号）の定める手続により婚姻の届出をしてその効力を生じさせる

ことをいう。 

（１０） 子育て世帯 子どもの扶養をしている世帯をいう。この場合において、

「子ども」とは、出生から義務教育を修了するまでの間にある住宅の取得をす

る者と同一の戸籍に入っている子又は養子をいい、扶養とは、自己の生計を維



 

持することができない親族と生計を同一とすることをいう。 

（１１） 空家バンク 桜川市空家バンク実施要綱（平成２９年桜川市告示第９

０号）第２条第３号の「空家バンク」をいう。 

（１２） 年度 市の会計年度をいい、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日

に終わるものとする。 

（助成対象者） 

第３条 助成金の交付対象者（以下「助成対象者」という。）は、次の各号の全て

に該当する市外転入者とする。 

（１） 取得した住宅の所有者であること。 

（２） 助成金の交付申請日時点で、取得した住宅の所在地が住所地として住民

基本台帳に記載されている者であること。 

（３） 助成金の交付申請日が属する年度の４月１日現在で、満２０歳以上満４

５歳以下であること。ただし、空家バンクを介し住宅を取得した者にあっては、

交付申請日が属する年度の４月１日現在で、満２０歳以上であることとする。 

（４） 世帯全員に市税等の滞納がないこと。 

（５） 建物の所有権の保存又は移転の登記が、交付申請日が属する年度内に完

了した住宅であること。ただし、公共補償等による住宅の取得とみなされると

きは、この限りでない。 

（６） 以前に当該定住促進助成金の交付を受けていないこと。 

（助成金の額） 

第４条 助成金の額は、次のとおりとする。 

〔基本助成金〕 

新築住宅取得 ３０万円 

中古住宅取得 １５万円 

〔加算助成金〕 

新婚世帯若しくは子育て世帯又はその両

方 

２０万円 

（交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする助成対象者（以下「申請者」という。）は、

桜川市定住促進助成金交付申請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて市

長に提出しなければならない。この場合において、申請に係る住宅が共有名義で

あるときは、共有者のうち第３条各号の全てに該当する市外転入者１人を代表者

とし、桜川市定住促進助成金に係る共有名義者同意書（様式第３号。以下「共有

名義者同意書」という。）により当該代表者が他の共有者の同意を得た上で申請

するものとする。 

（１） 世帯全員の住民票 

（２） 市税等の納付状況の調査を認める同意書（様式第２号） 

（３） 建物登記簿の記載事項を確認できる書類 

（４） 居住用面積が確認できる書類（建物平面図等） 



 

（５） 住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し 

（６） 共有名義者同意書（共有名義である場合に限る。） 

（７） 戸籍全部事項証明書の写し（新婚世帯又は子育て世帯として加算助成金

の申請をしようとする者で、配偶者又は子どもと別居している場合に限る。） 

（８） 住所履歴申出書兼調査協力等同意書（様式第４号） 

（９） 借家契約書の写し、公共料金の請求書の写しその他前住所（住民基本台

帳法の定める手続により本市の区域内に住所を定める前に、同法の定める手続

によって定めていた住所をいう。）を生活の本拠としていたことが分かるもの 

（転出をした日から再び転入をした日までの間が３年未満の場合に限る。） 

（１０） 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 

（登記手続中の申出） 

第６条 申請者は、前条の規定による助成金の申請の際、登記の手続中であって、

交付申請日が属する年度内に所有権の保存又は移転の登記が完了すると見込まれ

るときは、桜川市定住促進助成金に係る登記手続申出書（様式第５号）を市長に

提出することをもって、同条第３号の書類の添付に代えることができる。 

（交付決定） 

第７条 市長は、第５条の規定による助成金の申請があったときは、その内容を審

査の上、助成金の交付の可否を決定し、桜川市定住促進助成金交付（不交付）決

定通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。 

（請求） 

第８条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」と

いう。）は、桜川市定住促進助成金請求書（様式第７号）を市長に提出しなけれ

ばならない。 

（関係資料の提出及び現地調査の実施） 

第９条 市長は、本事業の適正な実施を確保するために必要と認めたときは、申請

者又は交付決定者に対し関係資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 

２ 市長は、本事業の適正な実施を確保するために特に必要と認めたときは、現地

調査を行うことができる。 

（交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

助成金の交付の決定を取り消すことができる。 

（１） 交付決定者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。 

（２） 前号に掲げるもののほか、市長が取消しが相当と認める事由があったと

き。 

２ 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消すときは、桜川市定住促

進助成金交付決定取消通知書（様式第８号）により交付決定者に通知するものと

する。 

（助成金の返還） 

第１１条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、



 

助成金が既に交付されているときは、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずる

ことができる。 

２ 市長は、前項の規定により助成金の返還を命ずるときは、桜川市定住促進助成

金返還命令書（様式第９号）により交付決定者に通知するものとする。 

（申請受付の終了） 

第１２条 市長は、年度内において、第５条の規定による助成金申請額の合計が予

算の範囲を超えると見込まれるときは、本事業における書類の受付を停止し、又

は終了することができる。 

２ 市長は、前項の規定により受付を終了したときは、その旨を公表しなければな

らない。 

（期間の計算に関する補則） 

第１３条 本事業における期間の計算に当たっては、期間の末日が、桜川市の休日

を定める条例（平成１７年桜川市条例第２号）第１条第１項各号に規定する日で

あるときは、その翌日をもって当該末日とみなす。 

（結果の公表） 

第１４条 市長は、本事業の実施によって得た情報（桜川市個人情報保護条例（平

成１７年桜川市条例第１１号）第２条第１号に規定する個人情報を除く。）を整

理し、年度ごとに公表しなければならない。 

（補則） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２７年４月１日から施行する。 

（施行期日） 

２ この告示は、令和３年４月１日から施行する。



 

 


